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仲裁申立ての裁定に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年５月２日付「当社に対する仲裁申立てに関するお知らせ」及び、平成24年５月15日付「ＥURO 

CRUISE HOLDINGS B.V.に対する反対請求の仲裁申立てに関するお知らせ」にてお知らせいたしました件につき

まして、最終裁定の言い渡しを受けましたので下記の通りお知らせいたします。  

  

１．最終裁定があった場所及び年月日  

（1）場    所    ロッテルダム（オランダ）  

（2）仲裁機関   Transport And Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam(TAMARA) 

（3）準 拠 法    オランダの仲裁法 

（4）裁 定 日   平成26年2月12日 

 

２． 相手先  

名  称  EURO CRUISE HOLDINGS B.V.  （以下、「ECH社」と表記）  

所在地  NIJVERHEIDSSTRAAT 32 NL－6681 CW BEMMEL THE NETHERLANDS 

 

３． 訴訟の提起から裁定に至るまでの経緯および内容 

当社は、ECH社と平成18年7月に業務提携を行い、当社優先利用の河クルーズ船の建造を委託すると 

もに、融資契約を締結しました。同河川クルーズ船は平成19年5月より運航を開始し、当社は事業年度の 

うち一定期間チャーターをしており、同船舶の運航業務につきましてはECH社に全面的に委託しておりま 

した。 

しかしながら、業務提携契約に基づく運航業務委託費の定義に関する認識の相違が発生し、ECH社と継

続的に協議を行ってきましたが、解決に至らず、当該認識の相違の解消を図ることを目的として、オランダの

法律に基づくvoorlopige voorzieningen procedure（略式訴訟）を平成23年4月8日付で、オランダ・ヘルダラン

ド州アーネム地方裁判所に提起しておりました。 

平成23年5月5日には、当社が提起した略式訴訟の判決が送達されております。その判決の内容は、平

成22年12月時点での修正契約書の内容について、当社とECH社の間で一定の合意が得られていたという

見解の下、両社に対して修正契約書の内容に従い交渉の継続を求めるものと判決が下っておりました。 

今後の円滑なツアーの催行を重視し、平成23年5月3日から平成23年11月23日の間、ECH社とStand Still 

Agreement（休止契約）を結び、その間、継続的に協議し、和解に向けての調整を行ってまいりましたが、残

念ながら合意には至らず、ECH社は仲裁の申し立てを行ってきました。 



当社といたしましては、全く受け入れられない内容と請求金額になっていたため、再度事実確認等を行

い、申立て内容について精査した結果、改めて当社の正当性を主張し、その判断を仲裁機関に委ねるべ

く、当社より反対請求の仲裁申立てを行なっていたものであります。 

 

４．裁定の内容 

   ＥＣＨ社の請求を棄却し、当社の請求を全面的に認める。 

 

 ５．今後の見通し  

     当社連結業績見通しへの影響は、確認でき次第、公表する予定です。 

 

以上 


